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Ⅰ 計画策定の趣旨

平成１３年１２月に「子ども読書活動の推進に関する法律」が公布・施行され

ました。この法律は、すべての子どもの自主的な読書活動を推進するための環境

整備を図ることを基本としています。また、地方公共団体には国の基本計画を踏

まえ、「子どもの読書活動推進計画」を策定し公表するという努力義務が定められ

ています。

平成１４年８月、この法律に基づき、国は「子ども読書活動の推進に関する基

本的な計画」を策定し発表。同年１１月、秋田県が国の基本計画を踏まえ「県民

の読書活動推進計画」、平成２０年９月に「第二次県民の読書活動推進計画」を、

平成２３年３月には「秋田県読書活動推進基本計画」を策定し公表しました。

そこで、北秋田市では、これまでの取組について継続と一層の充実を図るため

に、国・県の推進計画を踏まえ策定委員会を立ち上げて「北秋田市子ども読書活

動推進計画」を策定しました。

－２－



Ⅱ 基本計画

１．目 標

～豊かな心と夢を育む 子どもの読書活動の推進～

初めての一冊の本との出会いから、読書活動は始まります。その始まりや内

容は千差万別であり、将来への自主的な読書活動に結び付けていく事が大事で

す。本計画は子どもたちが良い本と出会い、自主的な読書活動を通じて、豊か

な心と夢をもち、生きる力を育むことを目指し、次の３つを重点として取り組

みます。

（１）読書に親しむ機会の提供と充実

（２）読書環境の整備・充実と連携

（３）読書活動に関する啓発と情報提供

２．期 間

本計画は平成２６年度から平成３０年度までの５年間です。

３．対 象

本計画の対象は、おおむね１８歳以下の乳幼児・児童・生徒と、これに関わ

る保護者をはじめ、ボランティア、行政関係者とします。
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４．全体構想図

豊かな心と夢を育む子どもの読書活動の推進
～読書の楽しさを知り，読書活動を広げ，読書体験を深める～

－４－

読書の習慣付け

読書に対する興味・関心付け

読書との出会い作り

読書ボランティア等の活動の拡充

児童クラブ・児童館の図

書，図書活動の 充実

読書習慣の確立

読書指導の充実

家庭・地域と連携による

読書活動の推進

読書指導に関する職員研修

ボランティア等，地域

人材の積極的活用

図書館環境の整備

読み聞かせ・お話し会の実施

推薦図書の展示，相談活動

保護者対象の本の選び方・

与え方の指導

読書活動推進・支援団体・

グループへの支援

児童図書の充実

(1)読書に親しむ機会の提供と充実

(2)読書環境の整備・充実と連携

(3)読書活動に関する啓発と情報提供

読み聞かせ・

お話し会の実施

絵本や物語などに触れ

親しむ活動の充実

保護者への啓発

（読み聞かせの大切さなど）



５．読書活動推進体制の整備

本計画の推進にあたり、「北秋田市子ども読書推進会議」を設置します。

年２回の会議を行い、本計画の実施状況を評価し、必要に応じて見直しを行います。

関係機関の協力体制

－５－
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Ⅲ 計画を推進するための具体施策一覧

基本目標 ～豊かな心と夢 を育む 子どもの読書活動の推進～

家 庭 ・ 地 域 幼 稚 園 ・ 保 育 園 学 校 ・ 学校図書館 公立図書館 ・ 図 書 室

（１） ①ブックスタート事業の推進 ①幼稚園・保育園等における読み聞かせ ①読書活動の充実 ①定期的なおはなし会の実施

②本を読む良さ楽しさを伝える機会の拡充 時間の確保 ②図書委員活動の活性化 ②出張おはなし会の実施

②園内での絵本貸出しの推進 ③障害のある子どもに対する読書活動の推進

④園児の図書館体験デーの実施

①放課後児童クラブ・児童館の図書コーナー ①絵本・紙芝居の充実、読書環境の整備 ①学校図書館の充実 ①児童図書・ティーンズ図書資料の充実

の充実 ②「いつでも どこでも 気づけば 絵本」 ②校内環境の充実 ②読み聞かせボランティアや子どもの読書普及

の環境作り ③読書指導に関する職員研修 に関わる団体・グループの支援

④公立図書館・図書室との連携 ③学校との連携により、読み聞かせボランティ

アの後継者育成

④バリアフリーを目指す環境整備

⑤図書館職員・ボランティア会員の知識や技術

の向上

⑥関係機関との連携・協力

（２）

（３） ①子育てに関わる人を対象とした啓発 ①保護者への啓発 ①子ども同士の情報交換 ①幼保育園・学校への団体貸出と情報提供

②家庭で取り組む読み聞かせの啓発 （読み聞かせの大切さなど） ②子ども読書の日に合わせた啓発活動の実施 ②新聞・広報紙・ホームページで本の情報提供

②図書館利用と図書貸出カード活用の啓発 ③展示コーナーの充実と情報提供

④チラシ配布による情報提供

⑤子ども同士の情報交換

⑥子ども読書の日に合わせた啓発活動の実施

－６－ －７－
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Ⅳ 具体的な取組

１．家庭・地域

子どもの読書活動を推進していく上で、家庭・地域と各機関の連携が重要です。特に、家

庭において、子どもが読書習慣を身に付けるためには、保護者が乳幼児期からの読み聞かせ

などの必要性・重要性について理解を深め、家庭で積極的な取組みが進められるよう促すこ

とが求められます。読み聞かせボランティアの定期的なお話し会、子育てに関する講座をは

じめとして、地域の様々な場面で、子どもが本と親しむきっかけを提供し、家庭との協力・

理解を得ながら、地域ぐるみで読書活動を推進することが、子どもの読書活動推進の基本と

なる重要な役割となります。

（１）読書に親しむ機会の提供と充実

①ブックスタート事業の推進

７か月児育児相談時に、乳児と保護者を対象にブックスタート事業を行い、絵本を通

して親子のコミュニケーションを図ることの重要性を理解してもらい、家庭での読み聞

かせを推進・支援します。

②本を読む良さ楽しさを伝える機会の拡充

読書イベントなどを実施し、読む楽しさを体験して伝えられるようにします。様々な

機会で本に親しめるよう地域ぐるみで読書活動を推進します。

③読み聞かせボランティア活動の充実

④市読書感想文感想画コンクールへの参加・奨励

（２）読書環境の整備・充実と連携

①放課後児童クラブ・児童館の図書コーナーの充実

県立図書館のセット貸出を積極的に活用するなど、放課後児童クラブ・児童館の図書

コーナーの充実に努めます。

（３）読書活動に関する啓発と情報提供

①子育てに関わる人を対象とした啓発

子育て教室等に読み聞かせをして、子どもの成長における読書の大切さやその手法を

伝え啓発していきます。

②家庭で取り組む読み聞かせの啓発

乳幼児健診時に年齢に応じた絵本の読み聞かせをし、それをきっかけに家庭で本に親

しむ時間を持つように働きかけます。

③保護者への啓発・情報交換

－８－



 ２．幼稚園・保育園

乳幼児期からの絵本の読み聞かせは、コミュニケーションづくりや親子の絆づくり・絵本好

きから読書好きに導かれていく大切な基礎を担う時期です。そのことが生きる力・学ぶ力につ

ながるように保護者や図書館、読み聞かせボランティアと一層の連携を深めます。そして、子

どもたちの読書習慣の形成へ結び付くよう「いつでも どこでも 気づけば 絵本」に努めま

す。

（１）読書に親しむ機会の提供と充実

①幼稚園・保育園等における読み聞かせ時間の確保

・保育士による読み聞かせを日々の生活、遊びの中にも取り入れ、絵本の楽しさと豊か

な感性を育みます。

・絵本の貸し出しを通して、家族と楽しさを共有します。

・絵本を通じて、ごっこ遊びや劇遊び、読書感想画への発展を図ります。

②園内での絵本貸出の推進

・絵本コーナーを設置し、絵本の貸出しに取り組みます。

③読み聞かせボランティア活動の充実

④市読書感想文感想画コンクールへの参加・奨励

（２）読書環境の整備・充実と連携

①絵本・紙芝居の充実、読書環境の整備

・乳幼児の発達段階に合った幅広い分野の絵本、紙芝居等の充実に努めます。

②「いつでも どこでも 気づけば 絵本」の環境作り

・園内のどこでも絵本を手にすることが出来る環境づくりを行います。

（３）読書活動に関する啓発と情報提供

①保護者への啓発と情報交換

・家庭での親子のふれあいに絵本の読み聞かせを取り入れてもらうよう、クラスだより

や園だより等で絵本の紹介をします。

・抱っこや就寝前の読み聞かせは親子の絆と心の成長につながることを啓発します。

・参観日等で絵本の紹介や読み聞かせなどを行い、絵本の持つ力を伝えます。

②図書館利用と図書貸出カード活用の啓発

・市図書館が実施している図書館体験デーに参加し、貸出カードの登録をするとともに、

日常から子どもたちの図書貸出カード活用を啓発します。家族と返却する体験などを

繰り返し、身近な図書館利用の楽しさと絵本の習慣付けに努めます。

－９－



 ３．学校・学校図書館

学校図書館を利用した読書活動を推進することは、子どもの読書習慣を形成する上で大切な

役割を担っています。学校での読書の時間の確保や図書の充実、公立図書館・図書室との連携

など、読書が身近なものになるよう努めることが大切です。

（１）読書に親しむ機会の提供と充実

①読書活動の充実

「朝読書」や「昼読書」の時間の確保に努め、読書習慣を定着させるように取り組み

ます。

②図書委員活動の活性化

図書委員会の創意ある活動を推進し、読書活動の活性化を図ります。

③読み聞かせボランティア活動の充実

④市読書感想文感想画コンクールへの参加・奨励

（２）読書環境の整備・充実と連携

①学校図書館の充実

子どもが図書館に親しめるような明るい雰囲気作りや図書の配置の工夫など、利用し

やすい読書環境の整備に努めます。また、各学年に応じた図書を充実させるよう蔵書の

計画的な整備を行います。

②校内環境の充実

お薦めの本の紹介や読書に関するポスターの掲示など、校内の環境を充実させます。

③読書指導に関する職員研修

読書指導に関する職員研修を推進し、読書指導を充実させます。

④公立図書館・図書室との連携

団体貸出制度を活用するなど、市図書館・図書室との連携を図ります。

（３）読書活動に関する啓発と情報提供

①子ども同士の情報交換

友達にお薦め本を紹介するなど、子ども同士で読みたい本の情報交換をします。

②子ども読書の日に合わせた啓発活動の実施

４月２３日の子ども読書の日に合わせて、読み聞かせ会などの読書活動を展開し、啓

発活動を推進します。

③保護者への啓発・情報交換
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 ４．公立図書館・図書室

公立図書館・図書室には幅広い分野の本があり、子どもにとって多くの本と出会い、読書の

楽しさを知ることのできる大切な場所です。また、読書施設の中心的役割を担い、児童館、幼

保育園、学校の読書活動を支援していく上で、重要な役割を果たしています。

（１）読書に親しむ機会の提供と充実

①定期的なおはなし会の実施
ボランティアの読み聞かせグループと協働しながら、乳幼児・小学生等を対象にした

定期的なおはなし会を実施（月１回）します。

②出張おはなし会の実施
ボランティアと協働し、必要に応じて幼保育園・小学校等に出向いて読み聞かせを行

い、子どもが絵本の楽しさを体験できるように取り組みます。

③障害のある子どもに対する読書活動の推進
障害のある子どもの図書館体験を実施するなど、より多くの利用者が図書館を利用し

読書に親しめるように努めます。

④園児の図書館体験デーの実施
幼児期から図書館に親しめるよう、園児を対象にした図書館体験デーを実施します。

同時に、園児にカードを発行して図書貸出するなど、登録拡大と利用充実を図ります。

⑤市読書感想文感想画コンクールの継続と充実

（２）読書環境の整備・充実と連携

①児童図書・ティーンズ図書資料の充実
学校と連携し中高生の要望に応じてティーンズ図書の充実を図ります。

②読み聞かせボランティアや子どもの読書普及に関わる団体・グループの支援
ボランティア間の情報交換や交流の場を設けます。また、活動の活発化を図るために

支援します。

③学校との連携により、読み聞かせボランティアの後継者育成
中高校生のボランティア活動などに読み聞かせを取り入れ、継続的に活動ができるよ

うにし、後継者の育成を図ります。

④バリアフリーを目指す環境整備
バリアフリーに向けた環境整備に取り組みます。（点字図書の整備、車椅子テーブルの

設置、トイレ・移動手段の確保など）

⑤図書館職員・ボランティア会員の知識や技術の向上
図書館職員やボランティア会員の研修機会を充実させ、専門的知識・技術を磨き資質

の向上に努めます。

⑥関係機関との連携・協力
打ち合わせの機会を設けるなど、関係機関相互のコミュニケーションを図り、連携・

協力の人的なネットワークを築きます。
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（３）読書活動に関する啓発と情報提供

①幼保育園・学校への団体貸出と情報提供
より多くの子どもたちに本との出会いの場を提供するため、団体貸出を積極的に実施

し、幼保育園・学校を支援します。また、新着本のブックリスト、大型絵本のリスト、

年齢別子ども向けおすすめ本リストなどを作成し、幼保育園・学校に情報発信をします。

②新聞・広報紙・ホームページで本の情報提供
読書の啓発を図るため、子ども向けお薦め本を紹介した図書館だよりの発行や、地元

紙での新着本の紹介を行います。

③展示コーナーの充実と情報提供
「ティーンズコーナー」や「家族で読書のコーナー」を常時展示すると共に、特別展

示を定期的に行ったり、ホームページや市の広報で紹介するなどの情報提供をします。

④チラシ配布による情報提供
ブックスタート用のチラシを毎月作成して保護者へ配布します。また、小学校の夏休

み・冬休み用の図書館案内を作成し、情報提供をします。

⑤子ども同士の情報交換
図書館に子どもの情報交換用紙を設置し、自由に記入してもらいます。館内に掲示し、

子ども同士で本の情報交換ができるようにします。

⑥子ども読書の日に合わせた啓発活動を実施
子どもの読書活動の推進に関する法律に定められた、４月２３日に合わせて特別展示

などを行い啓発活動を実施します。
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＜参考資料＞

子どもの読書活動の推進に関する法律

（目的）

第一条   この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地

方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な

事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ 計画的に

推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。

（基本理念）

第二条 子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子どもが、

言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる

力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもが

あらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的に

そのための環境の整備が推進されなければならない。

（国の責務）

第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書活動の

推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を

踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（事業者の努力）

第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書

活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとす

る。

（保護者の役割）

第六条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化

に積極的な役割を果たすものとする。

（関係機関等との連携強化）

第七条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施さ

れるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体

制の整備に努めるものとする。

（子ども読書活動推進基本計画）

第八条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基

本計画」という。）を策定しなければならない。

２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報

告するとともに、公表しなければならない。
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３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。

（都道府県子ども読書活動推進計画等）

第九条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県

における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読

書活動の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」と

いう。）を策定するよう努めなければならない。

２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定

されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）

を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、

当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町

村子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書

活動推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進

計画の変更について準用する。

（子ども読書の日）

第十条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子ども

が積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。

２ 子ども読書の日は、四月二十三日とする。

３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努

めなければならない。

（財政上の措置等）

第十一条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため

必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

この法律は、公布の日から施行する。
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